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市
町
村
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に
関
す
る
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部
を
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る
法
律
案
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号
）
（
衆
議
院
送
付
）

要
旨

本
法
律
案
は
、
自
主
的
な
市
町
村
の
合
併
が
引
き
続
き
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
市
町
村
の
合
併
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の

期
限
を
十
年
間
延
長
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
の
合
併
が
相
当
程
度
進
捗
し
て
い
る
こ
と
等
に
か
ん
が
み
都
道
府
県
等
の
積
極

的
な
関
与
に
よ
る
市
町
村
の
合
併
の
推
進
を
定
め
て
い
る
規
定
等
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
法
律
の
題
名
及
び
目
的
の
改
正

法
律
の
題
名
を
「
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
目
的
の
「
自
主
的
な
市
町
村
の
合
併
の
推
進
に
よ

る
市
町
村
の
規
模
の
適
正
化
」
を
「
自
主
的
な
市
町
村
の
合
併
の
円
滑
化
」
に
改
め
る
。

二
、
市
町
村
合
併
推
進
の
た
め
の
措
置
の
廃
止

１

総
務
大
臣
が
市
町
村
の
合
併
を
推
進
す
る
た
め
の
基
本
指
針
を
定
め
、
当
該
指
針
に
基
づ
き
都
道
府
県
が
市
町
村
の
合

併
の
推
進
に
関
す
る
構
想
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
等
の
合
併
推
進
に
向
け
た
国
、
都
道
府
県
に
よ
る
関
与
を
廃
止
す
る
。
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２

合
併
後
の
市
と
な
る
べ
き
要
件
は
人
口
三
万
以
上
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
特
例
を
廃
止
す
る
。

三
、
合
併
の
障
害
を
除
去
す
る
た
め
の
措
置
等
に
関
す
る
事
項

１

自
主
的
な
市
町
村
の
合
併
が
引
き
続
き
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
地
方
税
に
関
す
る
特
例
や
議
会
の
議
員
の
在
任
に
関

す
る
特
例
等
の
ほ
か
、
合
併
協
議
会
設
置
に
係
る
住
民
発
議
・
住
民
投
票
や
合
併
特
例
区
等
の
制
度
を
存
置
す
る
。

２

合
併
市
町
村
に
交
付
す
べ
き
地
方
交
付
税
の
額
は
、
合
併
年
度
及
び
こ
れ
に
続
く
五
年
度
に
つ
い
て
は
、
合
併
前
の
合

算
額
を
下
ら
な
い
額
と
し
、
そ
の
後
五
年
度
に
つ
い
て
は
、
激
変
緩
和
措
置
を
講
ず
る
。

四
、
法
律
の
有
効
期
限
の
延
長
等

１

法
律
の
有
効
期
限
を
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。

２

改
正
法
の
施
行
期
日
を
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
律
の
有
効
期
限
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
、

公
布
日
施
行
と
す
る
。


